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「感じるちから」 

校長 千脇 卓也 

澄み切った青空に心地よい風が吹き、秋らしさを一層感じる季節となりました。秋といえ

ば「読書の秋」「スポーツの秋」など「〇〇の秋」などと「秋」の前に多くの言葉が付くほ

ど多様で豊かな季節です。ある調査では「〇〇の秋」の〇〇は、半数以上の方が「食欲」と

答えたそうです。確かに、米・サツマイモ・栗・梨などなど多くの食材が収穫を迎えるとと

もにおいしくいただける時期です。おいしいものをたくさん食べると身も心もホクホクしま

すね。 

 そのような豊富な「秋の味覚」の一つに「柿」が挙げられます。 

誉田地区でも、柿の木の実りがチラホラ見ることができる時期になりました。 

正岡子規は「柿食へば鐘が鳴るなり法隆寺」と詠みました。柿をほお

ばる日常のひとときに、ふと響く鐘の音。身近な場面の中に季節の豊か

さを感じ取る子規の眼差しは、小さな気づきや感動を成長への糧とする

「子どもたちの学び」にも通じるものがあるように思います。 

前期の終業式では、通知表をお渡しします。通知表を通して、今までの努力を振り返った

り、頑張りを確かめたり、次に挑戦すべき課題を見つけたりするなど多くのことを感じ取っ

てほしいと思っています。 

また、後期を迎えるにあたり子供たちが新たな目標をもちながら充実した学校生活を送れ

るように私たち教職員も力を尽くしてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。 

 

陸上練習が始まりました！ 

１１月６日（木）青葉の森陸上競技場で行われる千葉市小学校

陸上大会に向けた練習が始まりまりました。６年生の児童が、走

り高跳び、走り幅跳び、１００ｍ走、１０００ｍ走、６０ｍハー

ドル走、ソフトボール投げの中から種目を選択し、各自が目標を

定めて、記録を１㎝、１秒でも伸ばそうと頑張っています。 



◇１０月の行事予定

３（金） ５年校外学習 

（現代産業科学館・西部防災センター） 

７（火） 委員会活動 ５・６年 

５時間下校 ４年 

８（水） 給食終了 

９（木） 短縮日課  前期終業式 

１０（金） 秋季休業日（～１４日） 

１５（水） 短縮日課  後期始業式 

１６（木） 給食開始 

２０（月） ４年校外学習 

（千葉北清掃工場・柏井浄水場） 

３年生６時間授業開始（月曜日） 

２１（火） 短縮日課  

２年町たんけん  

なのはな 秋の交流会（さくら公園） 

２２（水） 全校ひまわり交流会 

２年生６時間授業開始（水曜日） 

２３（木） ５年 パラアスリート訪問 

身体測定（２・４・６年） 

２４（金） 身体測定(１・３・５年・なのはな) 

２８（火） ６年修学旅行１日目（日光・鬼怒川方面） 

２９（水） ６年修学旅行２日目（日光・鬼怒川方面） 

３１（金） ６年生５時間下校 

◇お知らせとお願い

＜１１月 20 日（木）の下校時刻の変更について＞

  11月 20日（木）は通常下校ですが、下記のように下校時刻が変更となります。 ご理解

の程、よろしくお願いします。 変更後の下校時刻→    

＜放課後の過ごし方について＞ 

 朝晩の気温も少しずつですが下がりはじめ、日脚も短くなってきました。放課後の過ごし方として

学校でも指導していきますが、以下の点をお子様と確認してください。 

○交通量の多い道や見通しの悪い道など、駐車場や道路では遊ばない。

○自転車の乗り方に注意する。

○遊びに出かけるときは、「どこへ」「誰と」「いつ帰る」のか確認してください。学校では、暗くな

らないうちに帰るよう話しています。

○「いかのおすし」を守る。

いか（ついていかない）、の（乗らない）、お（大声を出す）、す（すばやく逃げる）、し（知らせる） 

＜給食費等の口座振替のお知らせ＞ 

１０月２７日（月）は、給食費等の第４期振替日です。残高の確認をお願いします。引き落とし

ができない場合は、１１月１７日（月）に再振替を行います。 

【学校給食に関するお問い合わせ  市保健体育課  電話 ２４５－５９０９】 

２年生の町探検の一コマ 

９月１９日（金）に２年生が町探検を実施しました。 

出発の前にセーフティウォッチャーの方にご協力いただ

き、子供たちに交通安全や町のようすについて教えていた

だきました。子供たちは真剣にお話を聞いていました。 



※千葉市教育委員会より「学年始め休業日の見直しについて」以下の通りお知らせがありました。 

 

学年始め休業日の見直しについてのお知らせ 

平素より、本市の教育活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 
さて、本市では令和 8 年度より、学年始め休業日の運用について見直しを行うこととしました。 
この見直しは、児童生徒が新学年をより円滑にスタートできるようにするためのものです。新たな出会

いと大きな期待を胸に登校する子どもたちを、教職員が心の余裕をもって丁寧に迎え入れることができる

ことで、子どもたちによりよい教育環境を提供することを目的としています。 
 
 
 
 
 
 
具体的には、子どもたちにとって以下のような効果が期待されます。 
１ 児童生徒の情報を教職員が事前に丁寧に引き継ぐことで、個に応じた対応ができ、年度始めから

安心して学校生活をスタートすることできる。 
２ 学校生活のルールの共有がしっかり行われ、どの学級も同じように落ち着いた雰囲気で学級開 

きができる。 
３ 教職員が心の余裕をもって子どもに接することができ、子どもたちは安心して相談などができ 

る。 
４ 授業の準備を十分に行うことができ、学習のスタートがスムーズに始められる。 

保護者の皆様には、児童生徒の休業日数が増えることにはなりますが、今回の見直しの意図をご理解い

ただき、引き続きご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
今後も本市では、児童生徒の健やかな成長と学びの充実のため、学校・家庭・地域が連携して取り組ん

でまいります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和７年度（2025）４月 

〇印：休業日、□印：始業式 
◇：入学式(中)、△：入学式(小) 
月 火 水 木 金 土 日 

 ○1  ○2  ○3  ○4  5 6 
□7  ◇8  △9      

令和８年度（2026）４月 

〇印：休業日、□印：始業式 
◇：入学式(中)、△：入学式(小) 
月 火 水 木 金 土 日 
  ○1  ○2  ○3  4 5 
□6  ◇7  △8      

令和９年度（2027）４月 

〇印：休業日、□印：始業式 
◇：入学式(中)、△：入学式(小) 
月 火 水 木 金 土 日 
   ○1  ○2  3 4 
○5  □6  ◇7  △8     

令和８年度（2026）４月 

〇印：休業日、□印：始業式 
◇：入学式(中)、△：入学式(小) 
月 火 水 木 金 土 日 
  ○1  ○2  ○3  4 5 
○6  ○7  □8  ◇9  △10   

令和９年度（2027）４月 

〇印：休業日、□印：始業式 
◇：入学式(中)、△：入学式(小) 
月 火 水 木 金 土 日 
   ○1  ○2  3 4 

○5  ○6  ○7  □8  ◇9  10 11 

△12       

������������ 見直しの内容 

現行の学年始め休業日：4 月 1 日から 4 月 4 日まで 
※当該期間中に日曜日及び土曜日がある場合にあっては、４月５日まで 

見直し後の学年始め休業日：4 月 1 日から 4 月 7 日まで 

現

行 

見

直

し

後 

学 年 始 め 休 業 日 の 比 較 

※4/7 スタート 

※4/8 スタート 

※4/6 スタート ※4/5 スタート 

※4/8 スタート 


